
三田市議会基本条例新旧対照表

現行 改正案

第１条～第２１条 省略 第１条～第２１条 省略

（政務調査費） （政務活動費）
第２２条 政務調査費に関することは、三田市議会政務調査費の交付に関する

条例（平成１３年三田市条例第２号）で定めるところによる。
第２２条 政務活動費に関することは、三田市議会政務活動費の交付に関する
条例（平成１３年三田市条例第２号）で定めるところによる。

以下省略 以下省略
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